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この計画を着実に推進するためには、横須賀市のみならず、関係機関･団体との連携

を図りつつ、計画の進捗状況の定期的な分析及び評価を実施し、必要に応じて計画や事

業の見直し等を行うなど、PDCA サイクルの考え方を取り入れながら積極的に取り組ん

でいく必要があります。 

本章では、この計画を実行するにあたっての推進体制等を明らかにします。 

 

（１）実施体制 

この計画は、横須賀市の障害者福祉施策の基本計画であり、計画に含まれる分野は、

地域生活支援、保健･医療、相談支援･情報提供、療育･教育、働く場･活動の場、バリア

フリーの推進、権利擁護システムなどの様々な分野にわたっています。 

このため、福祉部が中心となり、関係部局、関係機関･団体、障害当事者などと連携

を図りながら、総合的かつ効果的な計画の実施を図ります。 

 

（２）進行管理体制･評価方法 

横須賀市社会福祉審議会 障害者福祉専門分科会において、この計画の推進に関する

必要な事項の検討や着実な進行管理･評価を行います。なお、進行管理･評価結果につい

ては、市政情報コーナーにて公表し、透明性を高めます。 

 

 

図表 45 PDCAサイクルの概念図 
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Plan 

（計画） 

 

Do 

（実行） 

Check 

（評価） 

Act 

（改善） 

 

PDCA サイクルとは、事業活動において、Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Act

（改善）を順に実施し、４番目の Actを次の PDCAサイクルに結び付け、そのサイクルを

繰り返すことによって、推進を図っていく手法です。 
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図表 46 計画の推進体制等 

 

  

横須賀市、関係機関･団体、障害当事者との連携 

地域の役割（民生委員、社会福祉推進委員、障害福祉相談員等の役割や連携） 

計画の進捗状況の定期的な評価 

必要に応じた計画の見直し 

 

 

①地域での生活と生活の質の向上 

②ライフステージに応じた切れ目のない支援 

③安全な暮らしの確保 

④働く場の確保 

⑤権利を守る社会の仕組みづくり 

⑥施策の企画･推進への障害者の参画 

横須賀市の障害福祉施策に関する２つの計画 

横須賀障害者福祉計画 

（障害者基本法） 

<平成 27年度～平成 32年度> 

第４期横須賀市障害福祉計画 

（障害者総合支援法） 

<平成 27年度～平成 29年度> 

 

相互に関連 

６つの基本的視点 

①施設入所者の地域生活への移行 

②地域生活支援拠点の整備 

③福祉施設から一般就労への移行等 

平成 29年度における数値目標 

ひとりひとりの個性と命を大切にする 基本理念 

①「インクルージョン」 

②「リハビリテーション」 

③「エンパワメント」 

基本理念を支える３つの考え方 

計画の推進 

第５期横須賀市障害福祉計画 

<平成 30年度～平成 32年度> 

 

平成 29年度に見直しを実施 


